
 税　目　別

件 数
税 額

（Ａ）
件 数

左のうち証紙徴
収に係るもの．

税 額
（Ｂ）

左のうち証紙徴
収に係るもの．

（Ｂ）/
（Ａ）

件 千円 件 件 千円 千円 ％

1 29,859 2,761,790 26,187 2,632,082 95.3

法 人 2 15,314 24,320,704 13,298 23,571,845 96.9

個 人 3 15,391 1,207,562 13,311 1,038,239 86.0

4 11,945 2,073,980 10,590 1,908,418 92.0

環 境 性 能 割 5 15,933 742,689 15,933 10,014 742,689 475,066 100.0

種 別 割 6 484,594 15,767,924 423,953 19,985 13,597,938 345,114 86.2

7 2,290 9,549,507 1,804 4,952,606 51.9

8 9,921 3,188,245 9,722 3,179,357 99.7

9 585,247 59,612,401 514,798 29,999 51,623,174 820,180 86.6

10 2,222 447,501 ―

11 587,469 60,059,902 514,798 29,999 51,623,174 820,180 ―

12 591,923 55,515,195 519,889 40,600 46,139,830 1,031,826 ―
　(注)　1　この表には個人県民税(均等割及び所得割）及び地方消費税は含まれていない。
　　　　2　｢自動車税｣のうち「種別割」は、旧法による自動車税として課税したものも含む。
        3　｢その他の県税｣は、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、県たばこ税、ゴルフ場利用税、鉱区税、狩猟税、
　　　　4　「件数」は、例えば納期を２期に分けているものについては、それぞれ滞納となった場合は２件とし、分割納付の場合における
　　　　5　この表は、千円未満について端数処理を行って作成している。

 公　所　別

件 数
税 額

（Ａ）
件 数

左のうち証紙徴
収に係るもの．

税 額
（Ｂ）

左のうち証紙徴
収に係るもの．

（Ｂ）/
（Ａ）

件 円 件 件 円 円 ％

5 9,269 2,879,698,686 9,086 ― 2,879,371,133 ― 99.9

6 585,247 59,612,399,456 514,798 29,999 51,623,173,218 820,180,300 86.6

7 2,222 447,500,642 ― ― ― ― ―

8 587,469 60,059,900,098 514,798 29,999 51,623,173,218 820,180,300 ―

9 591,923 55,515,196,761 519,889 40,600 46,139,829,399 1,031,825,200 ―

      計  　Ａ

現
　
年
　
課
　
税
　
分

種 別 ②

納 期 内 収 入 額

1

番

号

①

合 計 Ａ ＋ Ｂ

滞 納 繰 越 分 Ｂ

納 期 内 収 入 額番

号

①

調 定 額

そ の 他 の 県 税

滞 納 繰 越 分 Ｂ

最 上 総 合 支 庁

村 山 総 合 支 庁

本 庁

軽 油 引 取 税

      計  　Ａ

自

動

車

税

種 別

置 賜 総 合 支 庁

庄 内 総 合 支 庁

現
　
年
　
課
　
税
　
分

事
業
税

法 人 県 民 税

不 動 産 取 得 税

前 年 度 合 計

2

89.8

85.9

3

調 定 額

2　　　県　　　税　　　徴　　　収　　　表

②

納 期 内
納 付 率

納 期 内
納 付 率

4

7,315,993,180 75,669 ― 6,572,425,980 ―

2,366,361,582 27,639 ― 2,105,192,157 ―

23,250 30,140,770,814 639,718,900

合 計 Ａ ＋ Ｂ

82.9

89.0

前 年 度 合 計

325,983

32,520

89,752

35,074,191,383 290,243

127,723 11,976,154,625 112,161 6,749 9,925,413,134 180,461,400



件 数
左のうち徴収
猶予等に係る

もの
税 額

左のうち徴収
猶予等に係る

もの
件 数

左のうち徴収
猶予等に係る

もの
税 額

左のうち徴収
猶予等に係る

もの

件 件 千円 千円 件 件 千円 千円

3,672 129,708 3,467 123,587 1

2,016 748,859 1,969 740,430 2

2,080 169,323 1,942 161,043 3

1,355 38 165,562 6,052 1,212 4 147,389 916 4

― ― ― ― ― ― ― ― 5

60,641 2,169,986 58,986 2,087,896 6

486 252 4,596,901 4,585,462 486 252 4,596,901 4,585,385 7

199 ― 8,888 ― 199 ― 8,888 ― 8

70,449 290 7,989,227 4,591,514 68,261 256 7,866,134 4,586,301 9

2,222 14 447,501 15,697 638 15 345,372 15,607 10

72,671 304 8,436,728 4,607,211 68,899 271 8,211,506 4,601,908 11

72,034 310 9,375,365 4,751,065 67,722 288 8,600,420 4,680,061 12
　　　　

　　　　 　産業廃棄物税の計である。
　　　　 　件数は完納となったとき１件として掲載した。

件 数
左のうち徴収
猶予等に係る

もの
税 額

左のうち徴収
猶予等に係る

もの
件 数

左のうち徴収
猶予等に係る

もの
税 額

左のうち徴収
猶予等に係る

もの
件 件 円 円 件 件 円 円

183 ― 327,553 ― 183 ― 327,553 ― 5

70,449 290 7,989,226,238 4,591,513,701 68,261 256 7,866,135,019 4,586,300,912 6

2,222 14 447,500,642 15,697,100 638 15 345,373,325 15,607,000 7

72,671 304 8,436,726,880 4,607,210,801 68,899 271 8,211,508,344 4,601,907,912 8

72,034 310 9,375,367,362 4,751,064,949 67,722 288 8,600,421,234 4,680,061,117 9

①－②　 　              ③  

滞 納 額 番

号

滞  納  額  の  う  ち  整  理  済  額

番

号

任 意 徴 収 ④

滞  納  額  の  う  ち  整  理  済  額

任 意 徴 収 ④

2,050,741,491 1,347,500,684 14,893 97 2,004,410,251 1,347,109,184

滞 納 額

2　　　県　　　税　　　徴　　　収　　　表

1

①－②　 　              ③  

14,083 743,567,200 101,136,000

106

99,722,38039 732,416,07113,812

4

3

3,076,943,748

2254,246,524 62,525,60062,551,000261,169,425

110

4,743 134,881 13

4,874,734,62034,630

36

35,740 132 4,933,420,569 3,080,326,017

15,562



 税　目　別

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額

件 千円 件 千円 件 千円

1 3 66 43 1,083 29,700 2,756,818

法 人 2 1 148 4 65 15,272 24,312,488

個 人 3 10 274 46 1,950 15,309 1,201,506

4 5 522 18 5,534 11,825 2,061,863

環 境 性 能 割 5 ― ― ― ― 15,933 742,689

種 別 割 6 620 44,604 595 21,124 484,154 15,751,562

7 ― ― ― ― 2,290 9,549,507

8 ― ― ― ― 9,921 3,188,245

9 639 45,614 706 29,756 584,404 59,564,678

10 27 1,078 97 8,099 762 354,549

11 666 46,692 803 37,855 585,166 59,919,227

12 579 23,426 1,019 37,973 589,209 54,801,649

 公　所　別

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額

件 円 件 円 件 円

5 ― ― ― ― 9,269 2,879,698,686

6 639 45,613,484 706 29,754,879 584,404 59,564,676,600

7 27 1,078,400 97 8,098,973 762 354,550,698

8 666 46,691,884 803 37,853,852 585,166 59,919,227,298

9 579 23,424,441 1,019 37,973,664 589,209 54,801,648,738

現
　
年
　
課
　
税
　
分

番

号

現
　
年
　
課
　
税
　
分

法 人 県 民 税

事
業
税

種 別

不 動 産 取 得 税

軽 油 引 取 税

そ の 他 の 県 税

      計  　Ａ

滞 納 繰 越 分 Ｂ

庄 内 総 合 支 庁

番

号

種 別

本 庁

村 山 総 合 支 庁

滞 納 繰 越 分 Ｂ

最 上 総 合 支 庁

置 賜 総 合 支 庁

      計  　Ａ

任 意 納 税 ⑤

収 入 計

② ＋ ④ ＋ ⑤ ＋ ⑥ ⑦任 意 納 税 ⑤ 滞 納 処 分 徴 収 ⑥

差 押 徴 収

② ＋ ④ ＋ ⑤ ＋ ⑥ ⑦滞 納 処 分 徴 収 ⑥

821,053 32,461 2,362,257,934

89,613

滞　納　額　の　う　ち　整　理　済　額

差 押 徴 収

7,309,553,279

51

滞　納　額　の　う　ち　整　理　済　額

収 入 計

6 227,800 126

4

4,483,428

35,039,535,53716,705,803 325,403

28

187 7,324,300 343

1,998,200

合 計 Ａ ＋ Ｂ

　　　　県　　　税　　　徴　　　収　　　表　

合 計 Ａ ＋ Ｂ

前 年 度 合 計

209 7,744,595 127,658 11,973,631,164395 36,063,184

前 年 度 合 計

自

動

車

税

1

2

3



件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額

件 千円 件 千円 件 千円

― ― 5 113 154 4,859 1

― ― ― ― 42 8,216 2

― ― 11 2 71 6,054 3

― ― ― ― 120 12,117 4

― ― ― ― ― ― 5

― ― 13 468 427 15,894 6

― ― ― ― ― ― 7

― ― ― ― ― ― 8

― ― 29 583 814 47,140 9

― ― 327 20,841 1,133 72,111 10

― ― 356 21,424 1,947 119,251 11

― ― 441 16,179 2,273 697,367 12

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額

件 円 件 円 件 円

― ― ― ― ― ― 5

― ― 29 583,101 814 47,139,755 6

― ― 327 20,841,055 1,133 72,108,889 7

― ― 356 21,424,156 1,947 119,248,644 8

― ― 441 16,179,330 2,273 697,368,693 9

還 付 未 済 額 欠 損 処 分

113,301

― ―

⑨⑧

還 付 未 済 額

92,800

― 5

⑩

番

号

整 理 未 済 額

番

号

整 理 未 済 額

⑨ ⑩

欠 損 処 分

545

⑧

― 134 6,326,600

4,010,848

34,616,2461 39,600 579― ―

　　　　県　　　税　　　徴　　　収　　　表　　（つづき）

47 2,186,061― ― 18 337,400

1

2

3

4


